
 

 

 

 

 

 

 

 

 

６日の始業式は 2 年生以上の１１７名が全員元気に登校しました。８日には２２名の１年生を加

えて、総勢１３９名で令和３年度の女の都小学校がスタートしました。現在、COVID-19 感染に関

しての本校を取り巻く環境は安定していますが、県内や国内の状況は必ずしも安心できるものでは

ありません。今年度も行事等の実施の有無、検温の実施など、日常の生活の中でもお願いをするこ

とが多々あると思います。大変窮屈な状況ではありますが、皆が安心して生活することができる日

まで、共に頑張っていきましょう。また、その中でも、「できること」「やった方がよいこと」を

見つけ、より楽しく、よりためになる生活を過ごしていきたいと思います。御家庭や地域の皆様、

女の都小学校の教育活動への御理解、そして御支援・御協力をよろしくお願いいたします。 

 

～ 令和３年度 女の都小学校の教育について ～ 

本校は、長崎県・長崎市の教育方針を受け、下記のよ

うに教育方針、教育目標を掲げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この達成のために必要なこととして、『めのと教育』

を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教師は、子どもたちに「学力」「わくわく感」をもた

せるような教育をします。 

そして、本年度の重点努力事項はこれです‼ 

 

みんなが笑顔になるように、私も率先して笑顔を

振りまきたいと思います。 

～ 始業式にて ～ 

令和３年度のスタートにあたり、左記の本校教育につ

いての思いを次のように伝えました (式辞一部抜粋) 。 

 

女の都小学校の児童の皆さんにどんな人に育ってほ

しいと思っているか、令和３年度の女の都小学校をどん

な学校をするのか、についてお話をします。「『めのと

教育』のこと」と言えば「知っている」と思うかもしれ

ませんが、言葉に込める思いを少し変えましたので、言

葉と一緒にその思いを大事にしてほしいと思います。 

「めあてを立ててすすんで学ぶ子」には、「自分で課

題を見つけ、考え、最後までやりぬくことができる『主

体性』を身に付けてほしい」という思いを込めました。

学びを深めたり広げたりすることを、自分の力でやれる

ようになってほしいと考えています。 

「のぞみをもってたくましく生きる子」には、「夢や

希望をもち、自分の人生を豊かにしてほしい」という思

いを込めています。苦しいことや嫌なことにも負けませ

ん。やらなければならないことや、やった方がいいこと

はどんどんやります。 

「ともだちとみがきあう思いやりのある子」には、「正

しい判断力を身に付けて行動し、ほかの人ともよい関わ

りをもってほしい」という思いを込めました。人の話や

思いを受けとめることができる人になりましょう。 

令和３年度に全員が必ず達成したいことを述べます。

それは『にこにこ笑顔いっぱい 女の都小』にすること

です。「がんばっている自分がにこにこ」「それを支え

てくれている周りの人たちに感謝のにこにこ」…。女の

都小学校に通う全員が笑顔でいて、女の都小学校に関わ

ってくださっている皆さんも笑顔になる、笑顔の花がい

っぱい、いっぱい咲いていく学校をみんなの力を集めて

つくり上げていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

長崎市立女の都小学校 学校だより 

令和３年４月９日 文責 校長：松田伊知郎 

 

 

 

＜学校教育目標＞自ら考え、主体的に判断し、行動する、心豊かで心身ともにたくましい子どもの育成 

 ＜めざす児童像＞ 

 ○め あてを立ててすすんで学ぶ子 

 ○の ぞみをもってたくましく生きる子 

 ○と もだちとみがきあう思いやりのある子 

＜本校の教育方針＞ 

児童の夢や目標達成のため、学校内での協働、家庭・

地域との連携によって、「学力」「礼儀・マナー」「自

主性・実践力」を向上させ、「郷土を愛するめのとっ子」

の育成を図る。 

＜本校の教育目標＞ 

自ら考え主体的に判断し、行動する、心豊かで心身と

もにたくましい子どもの育成 

○め あてを立ててすすんで学ぶ子（知） 

自らの課題を見つけ、考え、最後までやりぬく、主体

的に学びに向かう子ども 

○の ぞみをもってたくましく生きる子（体） 

夢や希望をもち、苦境に挫けずに豊かな人生を切り拓

いていく子ども 

○と もだちとみがきあう思いやりのある子（徳） 

豊かな情操と道徳心をもち、よりよく人とのかかわり

をもつことができる子ども 

にこにこ笑顔いっぱい 女の都小 



 

～ 令和３年度職員です ～ 

 定期人事異動の発令等に伴い、令和３年度は下記

の職員で女の都小学校の教育課程を行います。よろ

しくお願いします。 

 

校長：     (西海市立西海小より) 

教頭：     

１年Ａ組担任： 

２年Ａ組担任：    （２学期から    ） 

３年Ａ組担任：  

４年Ａ組担任：  

５年Ａ組担任：  

６年Ａ組担任：  

あおば学級担任：  

あおぞら学級担任：   （手熊小より） 

教務主任・専科：  

少人数指導：    （坂本小より） 

養護教諭：    （時津町立時津北小より） 

事務主査：    （小島小より） 

庁務員：    （滑石中より） 

給食室調理員：     、 

学校ｻﾎﾟｰﾀｰ： 

学校図書館司書：    （西浦上中と兼務） 

外国語ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：  

ＡＬＴ：  

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ：    （西浦上小と兼務） 

 

※  上記の職員には常勤のほか、非常勤、短時間

勤務、他校との兼務者も含まれています。御用

の際は教頭を窓口に調整を行いますので、お知

らせください。 

 

～ 相談等、お気軽にどうぞ ～ 

〇教育相談コーディネーター 

児童が抱える様々な問題に学校全体で取り組んで

います。  養護教諭、  教諭が担当します。 

 

〇特別支援教育コーディネーター 

本校はインクルーシブ教育（「共生社会」に向けて

の学び）を心がけていきます。特別な支援を要する場

合など、困りごとがあればお声かけください。担当は、 

  教諭、  教諭、  教頭です。 

 

※  担当として職員の名前を挙げていますが、窓口や

調整役として管理職(教頭、校長)も対応します。ま

た、担任でも結構です。お声掛けをいただいた職員

からつなげていきます。悩み等を抱え込まずに、ま

ずは御相談ください。お子様のよりよい成長のため

に必要なことを共に考えていきましょう。 

～ 春の交通安全運動 4/6～4/15 ～ 

2021 年の重点項目として、「横断歩道は歩行者優

先」が第一に掲げられていますが、歩行者としては「横

断前に車が来ていないか確認」「横断前に車が止まっ

たか確認」「横断中も左右から車が来ていないか確認」

の３つの安全確認をします。子どもはプラス 1 アク

ションとして、「手を挙げるなどして道路を渡ること

を周りに伝える」ことが必要です。「自分の身は自分

で守る」意識とその行動をさせましょう。 

また、21 日には１年生とその保護者、そして昨年

度未実施だった現２年生とその保護者を対象に、交通

安全教室が開かれます。お世話くださる育友会の皆

様、ありがとうございます、交通安全協会や浦上自動

車学校の御協力もあり、とても充実した教室になりそ

うです。立哨指導の仕方のアドバイスもあります。た

くさんの御参加をお待ちしています。 

 

～ ４月行事予定（変更になる場合があります） ～ 

６日(火) 着任式・始業式 

７日(水) ２～６年給食開始 

８日(木) 入学式(式後、育友会入会式)、委員会活動 

９日(木) 5・6年体位測定、１年集団下校（11：50） 

12 日(月) 3・4 年体位測定、１年集団下校（11：50） 

育友会役員会(19：00～育友会室) 

13 日(火) 1・2 年体位測定、１年集団下校（11：50） 

14 日(水) 歓迎集会・歓迎遠足(女の都運動公園） 

※雨天時は校内遠足 弁当、水筒は必要 

全学年集団下校 13：15 

15 日(木) １年給食開始、1 年心電図検査 

      1 年 14：40 下校 

16 日(金) 視力測定(５・６年)、聴力検査(5 年) 

19 日(月) 視力測定(３・４年)、聴力検査(３年) 

20 日(火) 視力検査(1 年)、尿検査(一次) 

21 日(水) 視力・聴力検査(2 年)、 

交通安全教室（1・2 年児童、保護者） 

22 日(木) 聴力検査（1 年） 全学年 13：40 下校 

23 日(金) 全学年授業参観（6 校時）、懇談、 

育友会総会（体育館） 

26 日(月)～28 日(水) 

個人面談(希望)・校区内点検 全学年 13：30 下校 

28 日(水) 尿検査(二次) 

29 日(木) 昭和の日 

 

～ 御理解、御協力をお願いします ～ 

学校にお菓子を持ってくることやその飲食、遠足で

のお菓子、おかずの交換などを禁止しています。学校

の教育活動内であること、食物アレルギーがあるお子

様が、アレルゲンの食物を誤って食べること防ぐため

です。よろしくお願いします。 

 

 

  


